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１ 研究の背景と目的 

2004 年，それまでの地方公共団体による自主条例とし

ての景観条例に基づく行為の届出勧告といったソフトな

手法では，強制力がないなどの一定の限界に対応するた

め，景観法が公布された。これにより根拠法を有した計

画の策定や一部強制力を伴う景観形成を推進することが

可能となった。景観法は，我が国初の，景観に関する総

合的な法律として景観を整備・保全するための基本理念

を明確にし，住民，事業者，行政の責務を明確化してい

る 1）。2005 年に景観法が施行され，景観条例などの旧自

主条例をもとに景観計画を策定している。現在，景観行

政団体は 598 団体，景観計画は 338 団体（2013 年 9 月 30

日時点）存在する。 

また，景観には，市町村域を超えた広域的な景観（以

下，広域景観とする）も存在している。このような場合，

広域景観に関係する団体が連携して調整することで景観

の保全に取り組む必要があり，都道府県行政においては

支援，誘導の役割が求められる。既往研究 2)では，広域景

観計画を策定している都道府県 20 自治体を対象とし，策

定区域，届出対象行為，景観形成基準を整理し景観形成

推進の傾向を把握している。しかし，広域景観計画を策

定していない都道府県が半数以上であったが，これらの

都道府県での景観に関する取り組みや，景観条例と広域

景観計画との関係性はまだ明らかにされていない。 

そこで，本研究では都道府県が制定した景観条例を対

象とし，その中で景観計画や景観法に委任しない独自の

取り組みがどのように定められているか把握し，景観条

例の制定状況を明らかにすることを目的とする。 

２ 研究の方法 

本研究では，都道府県が制定した 39 件の景観条例（表

1）を対象とする。それらの景観条例に示された内容を確

認し，設定項目や地域指定の方法を整理し，景観条例の

制定状況を明らかにする。 

３ 都道府県の景観条例の制定状況 

都道府県による景観条例は 1984 年のふるさと滋賀の風

景を守り育てる条例からはじまり，2004 年の景観法公布

までに 23 件の景観条例が制定された（表 1）。また，景観

法公布以降に 16 件の景観条例が公布されている。さらに

景観法公布以前に制定された 23 件の景観条例のうち，大

分県沿道の景観保全等に関する条例を除く 22 件の景観条

例が改正されている。しかし，現在景観条例を施行して

いる 39 自治体のうち，景観法に基づく景観計画を策定し

ているのは 20 自治体と半数以下にとどまっている。景観

条例が制定された時期の分布に関しては，1993 年に 5 件

とピークを迎えたあと，横ばいであったが，2004 年の景

観法公布以降 2009 年までに 16 件の景観条例が公布され

ている。また，最新の改正年の分布に関しては，景観法

公布から 5 年後の 2009 年の 7 件をピークに 2012 年まで

に 22 件の景観条例が改正された。このことから，景観法

に基づく広域景観計画の策定は 20 件にとどまるが，38 都

道府県で同法公布以降に条例が制定または改正され，景

観形成を推進しているといえる。 

４ 都道府県の景観条例の運用実態 

４－１ 都道府県景観条例の設定状況 

景観条例の設定内容を，広域景観計画が未策定である

都道府県と広域景観計画を策定している都道府県に分け

て整理した。さらに，理念，責務，景観形成方針など 17

項目に分けて整理した（図 1）。 

 景観計画策定済み都道府県では，「責務」，「地域指定」，

「行為の届出」，「特定行為の届出」，「勧告」，「審議会」 
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表 1 都道府県の景観条例の制定状況    
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の 6 項目が 70％以上を占める。それに対し，景観計画未

策定都道府県では，設定内容の割合が 70％以上を占める

項目は，「責務」と「景観形成方針」の 2 項目である。こ

のことから，景観計画未策定都道府県の景観条例は，責

務や方針を示すにとどまる傾向があり，具体性に乏しい

と考えられる。 

４－２ 都道府県景観条例と広域景観計画の関係性 

景観計画と景観条例をともに策定している 20 都道府県

を対象に，前節と同様に 17項目分けて整理した。 

「理念」は 35％の景観条例において示されているのに

対し，景観計画では 22％であり，「責務」は 85％の景観

条例において示されているのに対し，景観計画では 43％

である。また「景観形成方針」は 55％の景観条例におい

て示されているのに対し，景観計画では 100％である。こ

のことから，景観条例と景観計画をどちらも策定してい

る場合，景観条例において理念や責務を示し，景観計画

において具体的な方針を示す傾向にあることがわかる。 

４－３ 地域指定の傾向 

景観条例における地域指定の範囲と方法を整理した。

地域指定の範囲は，景観計画策定済みの景観行政団体を

除く地域全域を，何らかの地域として指定しているのが 2

自治体，部分的に地域を指定しているのは 24 自治体，さ

らにその内部に重点的に整備する地域を指定しているの

は 3 自治体，全く指定していないのが 13 自治体である

（表 2）。このことから，半数以上の自治体が，全域では

なく主に優先して整備すべき地域のみを指定する傾向が

あることがわかる。 

地域指定の方法は，自然地形，伝統・歴史，沿道・沿線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

など 7 種類の組み合わせにより地域指定が行われている

ことがわかる（図 2）。山地や田園，湖沼，海岸など「自

然地形」のまとまりごとに行う地域指定と，歴史的な景

観資源の保全「伝統・歴史性」を考慮した地域指定，国

道や県道など「沿道・沿線」を重視した地域指定が 70％

以上と多くの都道府県で採用されている。 

５ 総括 

本研究では，都道府県が制定した 39 の景観条例を対象

とし，それらの設定項目や地域指定の方法を整理し，都

道府県の景観条例の制定状況を明らかにした。景観条例

に示されている内容をみると，景観計画をもたない景観

条例は目標や方針を示すにとどまっており，具体性に乏

しいと考えられる。地域指定の範囲は，景観計画策定済

みの景観行政団体を除く全域を，何らかの地域として指

定している場合と部分的に指定している場合，さらに指

定した地域内に重点的に整備する地域をしている場合，

全く指定していない場合が存在することがわかった。 

 本研究では景観条例の中で示される項目の傾向を把握

したが，それぞれの項目がどのように活用され，運用さ

れているかまでは明らかにできていない。今後は，運用

実態についても明らかにする必要があると考える。 
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表 2 地域指定の範囲区分 

図 3 地域指定の方法 

図 1 都道府県の景観条例の設定内容の割合 

図 2 都道府県の景観条例と景観計画の設定内容の割合 
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